
 

 

2025 年 4 月 

日本フレートライナ―株式会社 

 

運輸安全マネジメントにおける輸送の安全にかかわる情報 

貨物自動車運送事業法第 24 条の 3 及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第 2 条の 8 に基づき、以下の

とおり公表します。 

 

１．輸送の安全に関する基本的な方針 

当社は、以下に掲げる「企業理念」及び「行動指針」に基づき、社員が一丸となって輸送の安全性の

向上に努めます。 

「企業理念」 

私たちは、安全を最優先とする企業風土を構築し、地球環境にやさしい鉄道貨物輸送を基軸とし

た総合物流企業として発展することをめざします。 

「行動指針」 

お客様にとってかけがえのない財産を取り扱っているということを深く認識し、どんなときも

安全作業優先で正しい作業を行います。 

 

２．輸送の安全に関する目標及びその達成状況 

(1) 2024 年度実績 

 目標 実績 達成状況 

① 重大事故発生件数 ０件 0 件 達成 

② 人身事故発生件数 ０件 0 件 達成 

③ 物損事故発生件数 ０件 12 件 未達成 

④ 労災事故発生件数 ０件 ２件 未達成 

 

(2) 2025 年度計画 

 目標 

① 重大事故発生件数 ０件 

② 人身事故発生件数 ０件 

③ 物損事故発生件数 ０件 

④ 労災事故発生件数 ０件 

 

３．自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計（2024 年度） 

   該当なし 

以上 


